オランダ赴任のための諸手続き
オランダで就労するすべての外国籍者（EU諸国を除く）は、有効な「労働許可」（Work Permit＝Tewerkstellingsvergunning）と有効な「居住許可」（Residence Permit＝Vergunning tot Verblijf）を保持していることが必要です。
日本国籍者は、オランダ入国に先立ち「仮居住許可」（MVV）や入国ビザ（Visa）、を取得する必要がありません。したがって、通常はオランダ赴任に先立ち「労働許可」を、オランダ入国後に「居住許可」をそれぞれ申請し、交付を受けることになります。
なお、3カ月以下の短期滞在であれば、日本国籍者は有効なパスポートさえ保持していれば居住許可は必要ではありません。日本国籍者は、オランダを含むシェンゲン協定加盟24カ国域内に入国してから180日の間 に、計90日までは居住許可なく滞在することができます。
ただし、仕事のためにオランダに労働許可なく連続して滞在できるのは最長4週間です。これを超えることが予想される場合は労働許可の申請をしておくのがよいでしょう。
以下には、日本の親会社からオランダへ派遣されて、滞在、就労する日本国籍のビジネスマンの場合の手続きを説明します。同様のケースで日本国籍でない場合や新規設立で赴任される場合などは、別途、オランダ経済省企業誘致局にお問い合わせください。
赴任手続きの流れ
従来の手続きである労働許可を取得してオランダに赴任する場合は下記のとおりです。新しく導入された知的労働者としての入国手続きについては後述の関連項目をご参照ください。
会社から労働センター(UWV WERKbedrijf)へ労働許可の申請
↓
労働許可の交付を受けてオランダ入国
↓
３日以内に外事警察に連絡。あわせて出入国管理局(IND)に
連絡し、居住許可の申請のためのアポイントをとる
↓
ハーグ日本大使館で、英文身分事項証明書（出生証明書、家族帯同の場合は結婚証明書など）、運転免許証の英訳取得。日本大使館作成の書類は、その後ハーグのオランダ外務省にて認証を取得。
↓
住居を決定し、住居賃貸契約締結
↓
INDに出頭。居住許可の申請書類提出。
↓
居住地自治体役所で住民登録。住民登録番号(BSN)
取得。ハーグ日本大使館に在留邦人届提出。
↓
INDから居住許可交付通知が届いたら、居住地を管轄するIND事務所に出頭しIDカードを受領。
↓
会社での従業員登録、個人の銀行口座開設、オランダ健康保険加入、携帯電話契約など
　オランダへの赴任が決まったら

赴任に先立ち準備する書類

まず、次のような書類の準備にとりかかります。
1．パスポート
2．雇用主の保証書（英文）（資料-1参照）　………　1～3通
    雇用主である会社が発行する保証書（Guarantee Letter）には下記の内容を盛り込

む必要があります。
・現在の肩書、職種
・オランダ滞在の目的
・オランダでの肩書、職種
・オランダでの年額給与額（税込み）ならびに諸手当総額
・予定の滞在期間
・渡航費、住居、その他経費や健康保険を会社が負担すること
・家族を帯同するかどうか
3．英文履歴書　………　1通（英文）
4．最終学歴の英文卒業証明書（英文）………　1通
5．戸籍謄本(日本語原本。外務省のアポスティーユ*付きのもの)　………　1通
6．国際運転免許証　………　1通
7．カラー写真（正面向き。パスポートサイズ3.5 x 4.5 cm）　………　数枚

8. 日蘭社会保障協定　厚生年金保険適用証明書（2009年3月1日以降の赴任者）

　　　　　　参照：www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
パスポートは、オランダ入国時の残存有効期間が13カ月以上あることが必要です。雇用主の保証書はさまざまな手続き関係で必要となりますので、コピーを多めに用意しておくのがよいでしょう。赴任に家族が同行する場合には、家族の申請分にも赴任者本人に対して発行された雇用主の保証書のコピーを添付しますので、その数も考慮に入れます。
戸籍謄本、運転免許証などの英訳と在留邦人届
居住許可申請に出生証明書や結婚証明書などの身分事項証明書が必要とされますので、居住地の自治体役所への連絡を済ませたら、まずハーグの在オランダ日本大使館に出頭して、日本から持参した*アポスティーユ付き戸籍謄本*　の記載事項を英訳、認証してもらい必要な身分事項証明書を作成してもらいます。

　
＊アポスティーユ認証とは、日本で作成された公文書（たとえば市区町村長が発行する戸籍謄本、登記官が発行する商業登記簿謄本、公証人作成の公正証書など）について、日本国外務省がそれら書類の公印について行なう確認証明のことです。外務省領事移住部政策課証明班で取得します。

外務省ホームページ参照 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html)。


アポスティーユ申請先は下記2所のみ（無料）



外務省領事移住部政策課証明班




〒100-8919東京都千代田区霞が関2丁目2－1　外務省中央庁舎1階


電話番号　03－3580－3311（代表）　内線2308,2855


申請受付時間　　　　　　　　　9:15～12:00、13:15～16:00 
　　
受取時間（申請の翌日以降）　　9:00～12:15、13:15～17:00 
　　
(土日・祝日を除く)

外務省大阪分室(大阪府庁内)



大阪市中央区大手前2-1-22  〒540-0008



電話：06-6941-4700

申請受付時間　　　　　　　　　10:00～12:00、14:00～16:00 

（土日・祝日を除く。受取は申請を受付てから2日目以降）
・オランダ日本大使館では英訳に原本戸籍謄本のアポスティーユ番号を記載。

　オランダ外務省では英訳された戸籍謄本のアポスティーユ番号と原本番号、並び

にサイン（領事）照合をし、アポスティーユ認証を行う。

オランダ省庁では手続きに際し、そのアポスティーユ番号を照合確認する場合があるのでアポスティーユ付き戸籍謄本取得が望ましい。

また、その際に「在留邦人届」もすませておくのがよいでしょう。さらに、オランダの運転免許証への切り替え申請に必要な日本の運転免許証の英訳と認証もこの時にすませておくのが便利でしょう。
在オランダ日本大使館の住所は下記のとおりです。

Embassy of Japan

Tobias Asserlaan 2

2517 KC The Hague

The Netherlands

Tel: 070－3469544　　ホームページ：http://www.nl.emb-japan.go.jp/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　領事関係のご案内　―＞　証明事務

赴任に先行して現地に依頼することもできます。戸籍謄本、パスポート等のコピーに本人の委任状を添えて、赴任先の担当者が出頭もしくは郵送にて申請をします。
　労働許可の申請

外国籍の就労者を雇用しようとするオランダ企業（または親会社やその権限ある代理人など）は、ズーテルメーア（Zoetermeer）にある労働センター（UWV Werkbedrijf）*に労働許可の申請を行なわなければなりません。
申請先：
UWV WERKbedrijf  
Bureau Tewerkstellingsvergunningen
Afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening
Postbus 883
2700 AW Zoetermeeer
Phone: (079) 750 29 03
www.werk.nl
*2009年１月１日より申請先の名称が、労働所得センター(CWI)から労働センター(UWV Werkbedrijf)に変更されています。
労働許可は、本人の赴任に先立って、派遣元である日本の会社または赴任先であるオランダの会社が申請します。労働許可取得には約1～2カ月かかりますので、赴任がわかったらなるべく早い段階で申請をするのがよいでしょう。申請書はオランダ語です。
申請書
https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl_bestanden/bestanden/wetenbeleid/twv/Aanvraagformulier%20tewerkstellingsvergunning.pdf

この申請書ページには下記の方法で行くことができます。
www.werk.nl → 右上のWerkgeverをクリック→左のMeerwetenの下のWerkvergunningをクリック→真ん中右上Een tewerkstellingsvergunning annvragenをクリック→真ん中上から２つめのWaar vraagt u een tewerkstellingsvergunning ann?をクリック→そこにあるDownloadsの下Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunningをクリック。
業務上やむなく取得前に出発しなければならない場合は、申請書類のコピーを携行します。
労働許可申請に必要な申請書類

1. 労働許可申請書（AV320+Appendix　資料-2参照）を記入し
会社が署名(取締役である必要はありません）
2. パスポートのコピー
3. オランダで受け取る給与額を明記したもの（雇用主保証書で兼用。）
4. 労働期間満了後帰国することを示す宣言書（雇用主保証書で兼用）
5. 労働契約書（企業派遣の場合は不要）
6. 英文履歴書
7. 雇用主の保証書（企業派遣の場合に必要）
8. 最終学歴の英文卒業証明書（英文）および（該当する場合は）資格免許
9. オランダ所轄商工会議所の商業登記簿抄本 (新規設立の場合は、まず登記を済ませ、そのあとに労働許可の申請をします。) 

2005年より、企業内転勤として申請する場合（通常、企業からの派遣者はこれに相当します）は、売上額が全世界で5,000万ユーロ（1ユーロ＝\130で65億円）を超えていること、また派遣者の給与が49,087ユーロ*(2009年度、1ユーロ＝\130で640万円)を超えていることが厳格に求められるようになりました。この金額を下回る場合は、オランダ労働市場での求人活動を済ませ、該当する人材がEU内で見つけられなかったという証明が必要になります。また、2009年より、家賃補助やカンパニーカーのみなし所得分は給与額に含めることができなくなりました。
*中小企業（全世界での売上額5,000万ユーロ以下）の新規進出の場合の初年度（設立後１年以内）派遣者に限り、給与の下限は25,000ユーロ（約330万円）です。
なお、すでにオランダに拠点があり、その赴任先が外国人知的労働者の受け入れ企業としての承認を得ており、赴任者がその給与所得条件を満たしている場合は、労働許可の申請は不要です。「9.3 すでにオランダに拠点がある場合 – 知的労働者としての新入国手続き」の項を参照して、知的労働者としての居住許可の申請を行います。
新規設立の場合でも、この知的労働者での手続きを行える場合がありますので、詳細はNFIAにお問い合わせください。
労働許可証の交付

労働許可証が交付されると、当該就労者の雇用主たるオランダの会社宛に2部送られてきます。1部は会社用、もう1部は本人用です。
労働許可証の発効日から原則として1カ月以内にオランダに入国しなければなりません。なんらかの理由で遅れる場合は、新たな入国予定日と理由をUWV Werkbedrijf（労働センター）に書面で連絡しなければなりません。
日蘭社会保障協定　厚生年金保険適用証明書の取得　
2009年3月1日に発効した日蘭社会保障協定の下で、オランダへの派遣期間が5年以内と見込まれる一時派遣者は、手続きをすればオランダでの社会保険料の支払いが免除されます。日本の親会社が社会保険事務所において、日蘭社会保障協定にもとづく厚生年金保険適用証明書を取得し、オランダ赴任者に渡します。証明書の原本は赴任者本人が保管、オランダ事業所ではコピーを保管します。
申請書は社会保険庁のホームページ(www.sia.go.jp/seido/kyotei/download/tetuzuki28.htm)からダウンロードできます。
日蘭社会保障協定とは
以下は日本からの派遣にかかわる部分のみ。
日本の事業主によりオランダの事業所に一時的に派遣される従業員が両国での二重加入により保険料の二重負担をすることのないように、その従業員が、（１）日本の社会保障制度に加入している、（２）派遣期間中も日本の事業主との雇用関係が継続している、（３）派遣直前1年以内にオランダへの派遣歴がなく今回の派遣期間が5年以内と見込まれる、のすべてを満たしている場合は、オランダの社会保障制度の保険料支払いが免除されるものです。オランダ事業所とは資本関係がある必要はありません。この適用を受けるには日本の事業主が社会保険事務所から適用証明書の交付をうけ、派遣従業員本人が原本を、また派遣先の事業所がコピーを保管しなければなりません。
派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる場合は、長期派遣とみなされオランダの社会保障制度に加入し、保険料を支払わなければなりません。なお、前もって予見できない事情により派遣期間が5年を超えてしまう場合は、両国の合意が得られた場合に限りオランダでの支払いが免除されます。認められない場合は、5年以降はオランダの制度に加入しなければなりません。
また、帯同家族がオランダで就労する場合は、その就労者は免除の対象にはなりません。
オランダに入国したら
労働許可を取得してオランダに赴任する場合は、以下を参照してください。
オランダ入国日から3日以内（土日祝祭日を含む）に外事警察（Foreign Police）に連絡し、さらに出入国管理局(IND)テレフォンセンターに電話（0900 1234561）して居住許可申請のためのアポイントをとります。約束の日時に居住地を管轄するIND支所に出向き、必要書類を提出して「居住許可」の申請手続きをとります。さらに、在オランダ日本大使館への「在留邦人届」と居住する地域の自治体住民課での「住民登録」も手続きします。
*2008年より出入国管理局支所(IND-Loket)が、以下の全国９カ所にIND-Loketがオープンしました。ライスワイク(Rijswijk)、アムステルダム(Amsterdam)、ホーフトドルプ(Hoofddorp)、デンハーグ(Den Haag)、ロッテルダム(Rotterdam)、ズヴォーレ(Zwolle)、ユトレヒト(Utrecht)、デンボス(Den Bosch)、アイントホーフェン(Eindhoven)。
居住許可

オランダ入国から3日以内（土日祝祭日を含む）に、居住する地域の外事警察に連絡して、氏名、会社名、入国月日、パスポート番号などを伝えます。併せて出入国管理局（IND）に電話（0900 1234561）をして、居住許可申請のためのアポイントメントをもらいます。この際、相手の名前は忘れずに聞いておくことが大切です。後日の予約申請日までに、下記の書類を用意のうえ持参してください。一般警察の外国からの電話受付番号は+31-343 57 8844。
居住許可申請に必要な書類
・申請書（指定用紙）（www.ind.nlよりダウンロード可)
・パスポート (残存期間が13ヶ月以上のこと)
・カラー写真　　2枚（パスポートサイズ3.5 x 4.5 cm。正面向き、背景明るいグレー。撮影条件がかなり厳しいのでオランダの写真店で撮影するのがよいでしょう。）
・英文身分事項証明書（出生証明書、結婚証明書など）―　日本から持参したアポスティーユ付き戸籍謄本の記載事項のうち用途に応じた必要事項を抜き出し証明したもの。在オランダ日本大使館に提出して取得。そののちオランダ外務省で認証をもらう。
・労働許可証（手続き中ならば申請書のコピー。取得したらそのコピーを追って提出。ただし、すべての書類がそろって初めて審査が開始されるので、ペンディングとなる。）
・雇用主の保証書（資料－1参照）
・英文健康保険証（日本の旅行者保険など）
居住許可は、申請者たる外国籍就労者が労働許可を得ている場合にのみ発行されるものです。労働許可が下りていない場合は、居住許可の交付は保留になります。したがって、労働許可証が交付され次第、そのコピーを提出することが必要です。
申請手数料
居住許可申請には、申請手数料が必要です。手数料は2008年現在、単身赴任者は433ユーロ（約72,000円）。家族帯同で同時申請の場合は、赴任者は433ユーロ、家族は188ユーロ(約31,000円)。家族が２カ月以上遅れて入国する場合は主たる申請者（配偶者）は830ユーロ（約137,000円）、２人目からは188ユーロ。申請書提出時に手数料の支払いを行います。
*日本人駐在員の入国時の申請には”Application for a Residence Permit or Change to Restriction without MVV” を使用します。記入の仕方でご質問のある方には、オランダ経済省企業誘致局で日本語の概説を用意していますのでご請求ください。
**知的労働者の赴任者本人には軽減された手数料が適用されています。
交付所要時間
居住許可は通常約2週間で交付されるのが普通ですが、時期により時間がかかる場合があります。この間、銀行口座、電話、ケーブルＴＶなどの申し込みができない、など生活に不便が生じることが予想されます。　
帯同家族
帯同家族の場合は、居住許可を得ることは基本的に問題ありません。配偶者および12歳以上の子は、それぞれ個別に申請書に記入、署名が必要となります。12歳未満の子供は、その子のパスポートと写真を添えて、親と共に申請します。申請には時間の余裕を十分みておくことが必要です。
子を帯同する場合で、片親が日本で離れて暮らしかつ収入のある場合は、その親の同意書が必要です。
帯同家族のうち、子の場合の居住許可は、年齢によって異なります。18歳未満の子の場合、居住許可は自動的に交付されますが、18歳以上の場合は、親と常に同居していたことの証明が必要となります。また、子を日本に残すことができないこと、オランダ滞在中の費用を親が負担することを示すことが必要です。個々の状況に照らして、居住許可を交付するかどうかが決定されます。
帯同した子が、オランダ滞在中に18歳に達した場合には、通常は居住許可が失効し無効となります。したがって、新規に居住許可の申請（労働許可を得ている場合には労働許可も）を行ないます。新しい居住許可の交付は、いわゆる“hardship clause”に基づき、実質的な申し立てベースで発行されます。個々の状況に照らして、居住許可の発行が決定されます。
住民登録

オランダに6カ月以上の滞在を予定する者は､居住する自治体役所の住民登録課(GBA = Population Register)での住民登録が必要です。
申請窓口
下記の書類を揃えて、住居を定めた地域の自治体役所で住民登録をします。その際、本人の生年月日、出生地、居住地など本人に関わる情報に加えて、本人の両親の生年月日、出生地、本人の母の旧姓、本人の配偶者の旧姓、生年月日、出生地、配偶者との婚姻の年月日、場所などについて聴取されます。出生証明書や結婚証明書などの提出を求められることもあります。

住民登録に必要な書類
・パスポート
・居住許可証（既に取得できていれば。手続き中ならば申請書受付証のコピー）… 1通
・賃貸契約書（居住用住宅が用意されていることを証明するもの）　………　1通
・出生証明書　………　1通
*　配偶者や子供を帯同する場合は結婚証明書や子供の出生証明書が必要です。
日本大使館で英文戸籍記載事項（出生、結婚など）証明書を作成してもらいます。
申請時までに住居が定まっていない場合は、当面滞在するホテル、または同僚の住所で仮に登録しておき、居所が定まった時点で変更を届け出ます。
住民登録番号（BSN Number）

2007年より従来税務署が発行していたSoFi番号（社会保険納税者番号）に代わりBSN(Burger Service Nummmer住民登録番号)が導入されました。居住地の自治体住民登録課で登録をすると、この番号が付与されます。
納税のほか、銀行口座の新規開設や保険加入の申し込みにもこのBSNナンバーが必要です。
　運転免許証

日本の運転免許証（取得後3カ月以上経過したものに限ります）をオランダの免許証に切り替えます。この場合、特別な筆記試験や実技試験を伴うものではありません。ただし、切り替えには約3カ月かかり、その間にオランダで自動車を運転する場合には日本から持参する国際免許証が必要です。国際免許証のオランダでの有効期間は入国後6カ月ですから、なるべく早いうちにオランダの運転免許証への切り替え手続きをとるのがよいでしょう。
下記の書類のうち、健康証明書（窓口で指定用紙を入手）と住民登録証明書（住民登録をした自治体が発行）は、健康証明書用紙に添付の所定封筒で運転免許センターに郵送し、必要な手続きを終えて申請者に返送されてきたものを指します。
申請窓口
下記の必要書類をそろえて、自治体役所の担当窓口に申請します。

運転免許申請に必要な書類
・運転免許証申請書（指定用紙）　………　1通
・日本の運転免許証　………　原本
・日本の運転免許証の英訳　………　1通
・オランダ住民登録証明書(居住地自治体発行)　 ………　1通
・健康証明書（指定用紙）　………　1通
・カラー写真（パスポートサイズ3.5 x 4.5 cm）（正面向き、背景明るいグレー）
………　2枚
オランダの運転免許証の交付
申請から約3カ月後に、オランダの運転免許証が郵送されます。
すでにオランダに拠点がある企業の赴任者―知的労働者のための新入国手続

2005年よりオランダでは外国人知的労働者(highly skilled migrant)のための新しい入国手続が施行されています。まず、赴任先のオランダ事業所が、入国管理局から外国人知的労働者の受け入れ企業としての承認を受けている必要があります。
企業がこの承認を得ている場合は、赴任予定者の給与額*が2009年度は49,087ユーロ =約640万円= （30歳未満は35,997ユーロ =約470万円= ）以上の場合は、知的労働者(knowledge worker, knowledge migrant)として簡素化された入国手続が適用されます。駐在員事務所でも適用は可能です。
*2009年度の給与所得額（1ユーロ＝\130で計算）。この所得には法定休暇手当や13ヶ月目のボーナス（適用される場合）を含みますが、家賃補助やカンパニーカーみなし所得は含めることはできません。
１．従来の労働許可取得は不要となります。
２．それに代わり、オランダ赴任期間およびパスポート有効期間を限度として最長５年間有効の居住許可が交付されます。従来の毎年の更新手続は不要です。
３．所要時間は申請書類の受付後、約2週間です。
また、新規設立企業の場合であっても、この手続きができるケースがあります。まず、新会社が受け入れ企業としての承認をとることが必要となるため、個々のケースについてはNFIAにご相談ください。
 外国人知的労働者受け入れ企業としての承認申請
承認企業番号（ログインキー）の取得
赴任先のオランダ事業所では、まずオランダ入国管理局（IND）の知的労働者受け入れ企業としての承認が必要です。承認を得るには、インターネットからログインキー(log in ID = 承認企業番号とログインネームとパスワード)を取得します。記入はすべてオランダ語なので、オランダ事務弁護士などの助けが必要です。
（1） http;//www.ind.nl/のINDホームページから、英語の”Module for highly skilled migrants”をクリック
（2） Form Module のうち、”Register for the highly skilled migrants scheme”をクリック
（3） ここからはオランダ語のみ。"Verklaring met betrekking tot de toelating van kennismigranten"（知的労働者受入れ企業承認申請書）が開く。
（4） オランダ語で必要事項をオンラインで記入し、印刷。オランダ事業所が都市名、日付を大文字で記入のうえ署名する。すべての事項に記入し終わらなければ印刷できません。必要事項には下記を含みます。
· 給与源泉徴収者番号(Loonheffingsnummer)。従来必要とされていた社会保険料納付者番号（全国労働保険事業団UWV番号)と法人税納付者番号の両方に代わるもの。
· 口座振替用の会社名義銀行口座情報（銀行名、口座番号）
（５）　以下の添付書類と共にライスワイク(Rijswijk)にあるINDの日本担当デスク宛てに送付する。封筒には「グリーンのステッカー」を貼り、”Japan Desk”と明記します。このステッカーがないと、Japan Deskに届くのが遅れて手続きが遅くなるので、ご注意ください。
【送付先】IND-loket kennis- en arbeidsmigratie, JAPAN DESK, postbus 3022, 2280 GA Rijswijk, The Netherlands 
知的労働者受入れ企業承認申請に必要な書類：
· 知的労働者受け入れ企業承認申請書
· 会社登記簿謄本（所轄商工会議所。発行日から30日以内のもの）
· 会社の納税証明書（Verklaring betalingsafdracht Belastingdienst）。駐在員事務所の場合は法人税納税証明書に代わり、所轄税務署発行の給与税源泉徴収納税証明書でよい。
（６）　全ての書類を提出してINDの承認を受けると、ログインキー（承認企業番号、ユーザー名、パスワード）が約3週間*で送られてきます。登録は無料です。
*2009年2月現在、申請書提出からログインキー取得までには、2週間強を要しています。
 赴任者が決まったら　－　「知的労働者としての居住許可」の申請　（日本人の場合）　
（１）赴任の約4週間前になったら、上記ログインキーを使ってインターネット上で申請フォームにオンラインで記入します。記入はすべてオランダ語です。

1．www.ind.nlから

2．”Module for highly skilled migrants”をクリック
3．Form Moduleのうち”Applicaton forms for the highly skilled migrants scheme”をクリック
4ここからはオランダ語。ログインキーのOrganisatienr（承認企業番号）、Gebruikersnaam（ユーザー名）、Wachtwoord（パスワード）を入力
5．Kennismigranten formulierenからAanvraag verblijfsvergunning zonder MVV kennismigrantを選び、開いた画面上の各項目に記入。日本人はオランダ入国に際し仮居住許可(MVV)を必要としないので、このzonder MVV (without MVV)を選びます。
· オランダでの居所を記入する欄があります。決まっていない場合は、会社などの仮住所でも構いません。
· オランダ赴任期間およびパスポート有効期間を限度とし、最長5年の居住許可が交付されますので、赴任期間の設定、パスポートの残存期間にはご注意ください。
· 手数料はなるべく自動引き落としとします。自動引き落としになっていれば、入金確認を待たずに審査が行われます。
（２）記入が完了したら、それを印刷し申請者（赴任者自身）の署名のために日本に送付します。署名はパスポートと同じ署名にします。署名したものが返送されたら、赴任約3週間前までに、写真を貼り、添付書類を添えてハーグ近郊のライスワイク(Rijswijk)にあるIND のJapan Deskに送付します。
【送付先】IND-loket kennis- en arbeidsmigratie, JAPAN DESK, postbus 3022, 2280 GA Rijswijk, The Netherlands
　注：封筒には「グリーンのステッカー」を貼り、”Japan Desk”と明記します。このステッカーがないと、Japan Deskに届くのが遅れて手続きが遅くなるので、ご注意ください。
知的労働者居住許可申請に必要な書類：
· パスポートコピー（残存期間が13ヵ月以上のもの。５年有効の居住許可を希望する場合は残存期間が５年以上のもの。）
· オランダでの雇用契約書コピー（雇用主、赴任者の署名があるもの）
· 本社からの保証書
· 最終学歴英文卒業証明書
· 英文医療保険証書（日本側で加入しているもの、旅行者保険でも可、保険期間が3カ月以上のもの）。赴任者は2009年3月1日から日蘭社会保障協定によりオランダの健康医療保険への加入義務がなくなりました。
· 出生証明書**（日本から持参したアポスティーユ付き戸籍謄本に基づき、ハーグの日本大使館が出生証明書に書き換えたものを、ハーグのオランダ外務省で認証したもの）。
· パスポートサイズ(3.5 x 4.5 cm)のカラー写真2枚（背景明るいグレー、正面向き）
**赴任に先立ち申請書を送付する場合には、この出生証明書がなくても受理され審査が進められます。出生証明書は、後日オランダ入国後に提出します。

（3） INDで申請書受領後、手数料（2008年現在日本人はEUR 331 ＝約55,000円）が請求されます。申請時に口座引き落としを選択している場合は、入金確認を待たずに審査が進められます。
(４)　入国日が決まったら、IND Japan Deskへメールし、予約をとります。
【メールの宛先】arbeid@ind.minjus.nl、件名に”Japan Desk”を必ず入れること。
（５）予約日時に本人がパスポートを持参してライスワイクのIND**に出向きます。
· その時点で審査が終了している場合は、その場で居住許可通知(Beschikkingen)が手渡されます。
· その時点でオランダの住所がまだ仮住所の場合は、とりあえず会社の住所にしておき、住居を探します。
（６）住居が確定したら居住地市役所で住民登録をします。その際に、BSN番号（下記参照）が交付されます。
住民登録に必要な書類：
· パスポート（全頁のコピー）
· 出生証明書（日本のアポスティーユ付戸籍謄本をハーグの日本大使館で、オランダで必要とする出生証明書に書き換えてもらったものを、ハーグのオランダ外務省で認証したもの。）
· 住居賃貸契約書
（７）数週間後にINDからID交付通知が届いたら、その通知書とパスポートを持参して、指定されたIND窓口に出頭し、IDカードを受領します。
· 全国9カ所にIND受付窓口がオープンしています。
· IDカードの裏面には勤務先は明記されず、Kennismigrantsと記載される。
オランダでの健康保険の契約、個人の銀行口座の開設、携帯電話の契約、などにはBSN番号が必要です。
*2007年11月26日から、税務署でもらっていたSofi番号（社会保険課税番号）に代わり、BSN (Burger Service Nummer)と呼ばれる公共事業体共通の住民サービス番号である住民登録番号制度が導入されました。居住地の市役所で住民登録をし、住民登録証明書(uittreksel)を取得（有料）するとこの番号が記載されています。
**2009年1月より、アムステルダム市とアムステルフェーン市の居住者（住居が未定の場合で会社住所が両市の場合も可）に限り、アムステルダム・ワールド・トレードセンター内に新しくできた「Expat Center」Tel: 020-2547999においてIND Rijswijk同様の知的労働者としての居住許可（IDカード）の申請、受領のほか、従来居住地市役所で行っていた住民登録も行うことができるようになりました。会社から派遣予定者の赴任４週間前に申請書類の送付、到着後のアポイントの申込など、従来IND RijswijkのJapan Deskで行っていたのと同様サービスが、このExpat Centerで行えるようになっています。
　知的労働者としての赴任者が家族帯同の場合
知的労働者が家族帯同の場合：
家族の居住許可申請には、「婚姻登録証明書(Uittreksel basisadministratie)」と家族の「出生証明書」が必要です。日本のアポスティーユ付戸籍謄本（交付後６ヶ月以内のもの）に基づき、日本大使館が作成した結婚証明書（オランダ外務省の認証も必要）を居住地市役所に提出すると、約2週間後に婚姻登録証明書がもらえます。家族の居住許可申請にはこの婚姻証明書と出生証明書が必要です。
· 配偶者には1年間有効の居住許可しか交付されません。子供は知的労働者と同じ有効期間の居住許可が交付されますが、子供のパスポートの有効期間を限度としますので残存期間にご注意ください。
· 家族が2ヵ月以内に入国する場合は、赴任者と同時申請ができ、手数料も割引料金が適用されます。2ヵ月を超える場合は、別途申請書(Aanvraag verflijfsvergunning regulier zonder MVV, nareizend gezinslid kennismigrant)をINDウェブサイトよりダウンロードし、記入、署名のうえIND Japan Desk に送付します。
＊注：　上記Japan Deskは日本国籍者のみが対象です。外国籍者は、Japan Deskによる優遇手順での対応ができないので、通常の手順が適用されます。
また、従来の労働許可を取得した労働者の居住許可申請の場合は、上記の優遇手順は適用されないので、従来どおりオランダ到着後3日以内に入国管理局のテレフォンセンターに連絡し、アポイントの日までに必要書類を整えて提出します。
新規赴任者のためのワンストップサービスセンター「Expatセンター」
駐在員の知的労働者としての居住許可の申請取得の支援サービスを行うセンターで、入国管理局（IND）からも職員が派遣されています。
基本的にこのセンターは知的労働者のためのサービスセンターです。従来の労働許可を持つ赴任者のための具体的手続きはここでは行うことができませんが、居住許可申請書類などについての質問などにはアドバイスはしてもらうことができます。

Expatcenter Amsterdam Area

World Trade Center F-Tower, second Floor, Strawinskylaan 39, 1077 XW Amsterdam

www.iamsterdam.com/expatcenter  Tel: 020-2547999

Expatdesk Rotterdam WTC

Room 337/338, Beursplein 37, 3011 AA  Rotterdam  www.rotterdam.nl/expatdesk
Expatservice Den Haag

Stadhoudersplantsoen 24, 2517 JL Den Haag  expatservice@dbz.denhaag.nl
Expatcenter Brabant Eindhoven

Kennedyplein 200, 5611 ZT Eindhoven Tel: 040-2386777  eindhoven@expatcenterbrabant.com
Expatcenter Brabant Tilburg

Nieuwlandstraat 34, 5038 SN Tilburg Tel; 040-2386777  tilburg@expatcenterbrabant.com
　居住許可の更新
居住許可の有効期限の約3ヶ月前になるとINDのズヴォーレ(Zwolle)支所から更新(Verlenging)手続用の書類が送られてきます。必要書類を揃えて更新申請書に記入し、手数料(2008年現在331ユーロ)を支払ったうえ返送します。
支所にはJapan Deskが設置されていないので、迅速な更新手続きを希望する場合は、ズヴォーレ支所へ書類を送付すると同時に、ライスワイク(Rijswik)本局のJapan Deskへメールで書類送付日、氏名、生年月日、V番号(vreemdelingennummer外国人番号)を知らせ、サポートを依頼します。メール宛先：arbeid@ind.minjus.nl　件名にはJapan Deskと必ず入れること。
居住許可更新に必要な書類：
· 更新申請書
· 現地雇用契約書
· 過去３ヵ月のオランダ給与明細書
· 30%ルーリングを適用している場合はその証明書
· オランダ住民登録証明書
· 健康保険加入証明書
· IDカードのコピー
· パスポートのコピー
· パスポートサイズ(3.5 x 4.5 cm)のカラー写真（背景明るいグレー、正面向き）
 労働許可証の更新

労働許可証は更新できません。
入国時に3年間有効の労働許可証を受領した場合は、その労働許可証の有効期間内の居住許可の更新時に「無制限の居住許可」を出入国管理事務所(IND)に申請しその交付を受ければ、その後は労働許可なしで働くことができます。この申請は時間的に十分余裕をもって行なうことが大切です。現在の居住許可の有効期限の2～3カ月前までには申請を済ませるようにしてください。
この「無制限の居住許可」を所持している場合、雇用契約は常時継続されていなければなりません。中断された場合は無効となります。
この「無制限の居住許可」を申請し忘れた場合や、申請が許可されなかった場合、または保有している労働許可の有効期間が3年以下である場合は、雇用者が再び新たな労働許可の申請をしなければなりません。また、3年間有効の労働許可の交付を受けた場合でも、「延長が必要である場合は再度申請し直さなければならない」との但し書きがついている場合も同様です。この申請中に居住許可の有効期限が切れた場合は、オランダを出国しなければならなくなる場合もありますので、再申請の手続きは充分余裕をもって行なってください。
　帰国および年金受給

オランダでの滞在が終了した時点で、自分と自分の家族が帰国することを自治体の住民登録課に通知します。雇用主は、赴任者の帰任を社会保障当局に通知します。
所得税については、オランダを出国する前に税務当局に所得税の納税（帰国）申告を行なうことをお勧めします。
日蘭社会保障協定の発効日である2009年3月１日以前に、オランダに派遣されていた赴任者（および１５歳以上の帯同家族）はオランダの社会保障制度の老齢年金（AOW）の受給資格があります。3月1日以降は、赴任期間が5年未満の一時的派遣者はオランダ年金保険料を支払わなくてよくなるかわりに、受給権もなくなります。
日本の社会保険事務所で所定の手続き*をとれば、65歳に達した月からオランダ年金の支払いを受けることができます。　*オランダ年金の申請は65歳になる半年前から受け付けます。
年金の支払い額は、オランダに50年間居住の場合を基本とします。そのため、オランダへの赴任者はこの年金額のうち、オランダに居住した年数に比例する額を受給することになります。年金を一括受給することはできません。
オランダ年金AOWの受給に関してはwww.svb.orgの英語ページ参照。
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